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ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託
分任契約職　群馬用水管理所長　稲木道代
（群馬県前橋市古市町）

令和2年7月14日
中間貯蔵・環境安全事業（株）北海道Ｐ
ＣＢ処理事業所
（北海道室蘭市仲町）

2010401053420 

　高濃度PCB廃棄物の処分は、国が責任をもって行うことと
なっており、国が定める処理に係る事業を実施できるのは契約
者のみであるため。（物品等の調達に関する契約事務処理要
領第４条第２項第１号）

－ 17,679,200 －

宿舎借上料
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

令和2年7月7日
大東建託パートナーズ（株）
（東京都港区港南）

1010401016618

　宿舎借上については、その都度利便性、経済性を考慮し、物
件調査を行った上で機構に最も有利な物件を契約している。
（物品等の調達に関する契約事務処理要領第4条第２項第一
号）

－ 1,547,950 －

利根川河口堰高濃度ＰＣＢ廃棄物処理業務
分任契約職　利根下流総合管理所長　仲道貴士
（茨城県稲敷市上之島）

令和2年7月30日
中間貯蔵・環境安全事業（株）東京PCB
処理事業所
（東京都江東区青海）

2010401053420 

　高濃度PCB廃棄物の処分は、国が責任をもって行うことと
なっており、国が定める処理に係る事業を実施できるのは契約
者のみであるため。（物品等の調達に関する契約事務処理要
領第４条第２項第１号）

－ 6,798,850 －

宿舎借上料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

令和2年7月7日
（独）都市再生機構中部支社
（愛知県名古屋市中区錦）

1020005005090
　入居中宿舎の継続契約であり、本契約者以外との契約はで
きないため。（物品等の調達に関する契約事務処理要領第４
条第２項第一号）

－ 1,161,600 － －

愛知用水管路設備整備等業務その２
分任契約職　愛知用水総合管理所長　笠井泰孝
（愛知県愛知郡東郷町）

令和2年7月17日
愛知用水土地改良区
（愛知県大府市中央町）

7700150043408 

　愛知用水土地改良区は、愛知用水の支線水路周辺の地理、
地形、施設位置、施設構造、隣接地権者等の地元状況に精通
しており、本件業務の実施に必要となる支線水路における確実
な用水供給を確保しながら施設の現状等を踏まえた整備設計
の策定能力を有し、さらに支線水路の管理と緊密に連携し的
確に配水管理を行うとともに配水に対する苦情対応等を的確
かつ公平に処理しながら施設整備を円滑かつ適切に実施でき
る唯一の者であるため当該者と随意契約を締結するものであ
る。（物品等の調達に関する事務処理要領第４条第２項第一
号）。

－ 5,170,000 －

材料単価等実態調査業務
分任契約職　香川用水管理所長　河合久志
（香川県仲多度郡琴平町）

令和2年7月20日
（株）新日
（愛知県名古屋市中川区山王）

1180001019673 

　本業務は、香川用水施設緊急対策工事の発注にあたり、積
算に使用する資材の市場価格調査を実施するものである。
一般競争入札において、１回目の入札（応札者が１者）を行っ
たが予定価格を超過したことから、再度入札に移行したが辞退
されたため、不調となった。改めて指名競争入札によることとし
8社に対し指名通知を行ったが、全社辞退となった。一般競争
入札における応札者に聞き取りを行ったところ、「本業務を実
施するためには、会社（愛知県名古屋市）から香川県までの打
合せに係る旅費交通費が必要であり、再入札により落札が見
込めないことから辞退した。」との回答であった。また、指名競
争入札を辞退した全業者に聞き取りを行ったところ、全業者と
も「新型コロナウィルス関係等により人員が不足しており受けら
れないことから辞退した。」との回答であった。
　本業務の成果により積算を行う工事については、工事の緊急
性の観点から発注を遅らせた場合、事業の進捗に多大な支障
を与えることとなる。スケジュールどおり発注・契約手続きを進
めるための再度の入札手続き等を行う時間がないことに加え、
改めて同様の条件で入札手続きを実施しても不調となる可能
性が高いことから、随意契約により実施することとした。
　随意契約の相手方の選定にあたっては、一般競争入札にお
いて不調であったが、唯一の応札者であった当該業者に聞き
取り調査を行ったところ、業務を実施する意思が確認されたこ
と。また、積算基準では随意契約とすることにより、旅費交通費
を当該業者が所在する市役所等から計上できることにより、見
積徴取に参加し契約締結が見込まれることから、随意契約を締
結するものである。（物品等の調達に関する契約事務処理要
領第４条第２項第14号）

－ 3,297,800 －
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